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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　

弾 性 層 を 有 す る 定 着 フ ィ ル ム と 、 前 記 定 着 フ ィ ル ム の 非 定 着 面 に 作
用 す る よ う に 設 け た 発 熱 手 段 と を 有 す る 定 着 装 置 に お い て 、
　 前 記 定 着 フ ィ ル ム の 温 度 を 検 出 す る 温 度 検 出 手 段 と 、
　 前 記 発 熱 手 段 の 温 度 を 検 出 す る 温 度 検 出 手 段 と 、
　 前 記 発 熱 手 段 該 定 着 フ ィ ル ム の 温 度 制
御 手 段 と を 備 え 、
　

こ と を 特 徴 と す る 定 着 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　

こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 定 着 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　

を 有 す る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 定 着 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 発 熱 手 段 は 、 セ ラ ミ ッ ク 基 板 と 、 前 記 セ ラ ミ ッ ク 基 板 上 に 設 け ら れ る 抵 抗 発 熱 体 と
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ な い し 。
【 請 求 項 ５ 】
　

加 圧 ロ ー ラ に ニ ッ プ を 介 し て 対 向 し 、 前 記 加 圧 ロ ー ラ の 回 転 に 従 動 し て 回 転 す る よ う に
配 置 さ れ た 、 無 端 状 の

第 １
第 ２

へ の 供 給 電 力 を 制 御 す る こ と に よ り 、 を 制 御 す る

前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 第 １ 温 度 検 出 手 段 の 検 出 温 度 が 目 標 温 度 に な る よ う に 前 記 発 熱 手
段 へ の 供 給 電 力 を 制 御 す る モ ー ド を 有 す る と と も に 、 プ リ ン ト 信 号 の 受 信 に 応 答 し て 当 該
定 着 装 置 を 立 ち 上 げ る 時 又 は 前 記 定 着 フ ィ ル ム の 回 転 異 常 時 に 、 一 時 的 に 、 前 記 第 ２ 温 度
検 出 手 段 の 検 出 温 度 の 上 昇 が 抑 制 さ れ る よ う に 、 前 記 発 熱 手 段 へ の 供 給 電 力 を 制 御 す る 所
定 の モ ー ド を 有 す る

前 記 所 定 の モ ー ド で は 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ 温 度 検 出 手 段 の 検 出 温 度 に 基 づ い て 前 記 発 熱
手 段 へ の 供 給 電 力 を 制 御 す る

当 該 定 着 装 置 の 立 ち 上 げ 前 の 前 記 第 １ 温 度 検 出 手 段 の 検 出 温 度 に 基 づ い て 、 当 該 定 着 装
置 の 立 ち 上 げ 時 に 、 前 記 所 定 の モ ー ド を 実 行 す る か 否 か を 判 断 す る 手 段

又 は 請 求 項 ２ に

３ の い ず れ か に 記 載 の 定 着 装 置

記 録 媒 体 上 に 未 定 着 画 像 を 形 成 す る 画 像 形 成 手 段 と 、 請 求 項 １ な い し 請 求 項 ４ の 何 れ か
に 記 載 の 定 着 装 置 で あ っ て 、 前 記 が 像 形 成 手 段 に よ っ て 記 録 媒 体 上 に 形 成 さ れ た 未 定 着 画



画 像 形 成 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 発 明 に 従 う 定 着 装 置 は 、
　 弾 性 層 を 有 す る 定 着 フ
ィ ル ム と 、 前 記 定 着 フ ィ ル ム の 非 定 着 面 に 作 用 す る よ う に 設 け た 発 熱 手 段 と を 有 す る 定 着
装 置 に お い て 、
　 前 記 定 着 フ ィ ル ム の 温 度 を 検 出 す る 温 度 検 出 手 段 と 、
　 前 記 発 熱 手 段 の 温 度 を 検 出 す る 温 度 検 出 手 段 と 、
　 前 記 発 熱 手 段 該 定 着 フ ィ ル ム の 温 度 制
御 手 段 と を 備 え 、
　

こ と を 特 徴 と す
る 。
　

。
　

。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 ま た 本 発 明 の 画 像 形 成 装 置 は 、

【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ９
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 図 面
【 補 正 対 象 項 目 名 】 図 １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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像 を 定 着 す る 定 着 装 置 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る

加 圧 ロ ー ラ 対 向 し て ニ ッ プ を 形 成 す る よ う に 配 置 さ れ 、 無 端 状 の

第 １
第 ２

へ の 供 給 電 力 を 制 御 す る こ と に よ り 、 を 制 御 す る

前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 第 １ 温 度 検 出 手 段 の 検 出 温 度 が 目 標 温 度 に な る よ う に 前 記 発 熱 手
段 へ の 供 給 電 力 を 制 御 す る モ ー ド を 有 す る と と も に 、 プ リ ン ト 信 号 の 受 信 に 応 答 し て 当 該
定 着 装 置 を 立 ち 上 げ る 時 に 、 一 時 的 に 、 前 記 第 ２ 温 度 検 出 手 段 の 検 出 温 度 の 上 昇 が 抑 制 さ
れ る よ う に 、 前 記 発 熱 手 段 へ の 供 給 電 力 を 制 御 す る 所 定 の モ ー ド を 有 す る

好 適 に は 、 前 記 所 定 の モ ー ド で は 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ 温 度 検 出 手 段 の 検 出 温 度 に 基 づ い
て 前 記 発 熱 手 段 へ の 供 給 電 力 を 制 御 す る

ま た 、 好 適 に は 、 当 該 定 着 装 置 の 立 ち 上 げ 前 の 前 記 第 １ 温 度 検 出 手 段 の 検 出 温 度 に 基 づ
い て 、 当 該 定 着 装 置 の 立 ち 上 げ 時 に 、 前 記 所 定 の モ ー ド を 実 行 す る か 否 か を 判 断 す る 手 段
を 有 す る

記 録 媒 体 上 に 未 定 着 画 像 を 形 成 す る 画 像 形 成 手 段 と 、 上
記 の 何 れ か に 記 載 の 定 着 装 置 で あ っ て 、 前 記 が 像 形 成 手 段 に よ っ て 記 録 媒 体 上 に 形 成 さ れ
た 未 定 着 画 像 を 定 着 す る 定 着 装 置 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。



【 図 １ ４ 】
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